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臨時休業期間延長に伴う学校の対応について 

 

日頃より、本校の教育活動にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、５月８日(金)までの臨時休業の延長をお知ら

せしたところですが、なおも収束が見通せないことから、５月３１日(日)まで臨時休業期

間を延長することといたします。 

つきましては、下記のとおり対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 教科書等を活用した学習について 

   配布した教科書や副教材（ドリル、プリント類等）を学校からの指示に基づいて計

画を立てて確実に進めていただくようお願いいたします。進捗状況は、電話連絡等で

確認をさせていただきます。具体的な学習の進め方は、学校ホームページへの掲載や

一斉メールにてお伝えいたします。 

また、状況に応じて、学年ごとに教室等で接触を避けるなどの工夫をした上で教材

配布及び学習を終えた課題の回収を行います。(教科書配布時と同様の方法です。) 

日程や配布方法等につきましては、学校ホームページや一斉メールにてお知らせしま

すので、ご確認ください。 

なお、学校から配布した「学習・生活記録カード」等を活用した規則正しい生活及

び計画的な学習の実施について、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

２ ICTを活用した学習の推進について 

江東区ではご家庭のパソコンやスマートフォンで学習が進められる「eライブラリ・

アドバンス」を全てのこどもたちが活用できるようシステムを整えています。一人一人

にログイン IDとパスワードを次の課題配布日にお渡ししますので、児童と一緒にログ

インをして学習内容を確認していただくようお願いいたします。 

（URL  https://katei.kodomo.ne.jp） 

学校からは、児童の学習の進捗確認を行うことができるため、先生からのメッセージ

を届けるなど工夫してまいります。 

なお、通信環境が整わないご家庭につきましては、学校までご連絡ください。 

（先日のアンケートに基づいてご連絡をとらせていただくこともあります。） 

 

３ 課題等の配布及び回収について 

課題等の配布及び学習を終えた課題の回収については、以下の日時で行います。 

５月１１日(月) 【全学年】 10：00～12：00  14：00～16：00 

５月１８日(月) 【全学年】 10：00～12：00  14：00～16：00 

５月２５日(月) 【全学年】 10：00～12：00  14：00～16：00 

【配布場所】 各教室 

【配布方法】 “接触を避けた状態”を重視し、学習を終えた課題を提出後、 

教室内の新たな課題をお持ちください。 

   ※課題を入れる袋等の入れ物をご用意ください。 

https://katei.kodomo.ne.jp/


４ 学校との緊密な連携について 

（１）ホームページの確認  

臨時休業が長期に渡っているため、児童の生活リズムを整える一助として、学校の

ホームページを適宜確認するなど、一層の活用をお願いいたします。学習する内容を

学年のページから指示することもあります。ご承知おきください。 

（２）電話による連絡 

１週間に１回程度、担任等からご家庭に電話連絡を行い、児童の健康や学習の進 

捗状況の確認、悩み相談等を実施いたします。学校に配備された連絡用の携帯電話を

活用いたしますのでご了解ください。 

５ 基本的な生活習慣の徹底について 

（１）休業にあたっては、十分な睡眠や栄養バランスのとれた食事を心がけ、深夜に及

ぶスマートフォン等の使用は避けるようにしてください。 

（２）感染リスクへの対策を講じつつ、安全な環境下で体操、ジョギング、散歩、縄跳

び等の適度な運動を心がけるようにしてください。 

（３）不要不急の外出は行わず自宅等で過ごし、新型コロナウイルス感染の拡大を防止

するための臨時休業であるため、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅

で過ごすようにしてください。 

（４）学校から配布した「学習・生活記録カード」等に基づいた規則正しい生活や計画

的な学習ができているか、各ご家庭で毎日、１日の振り返りをしていただくようお

願いいたします。 

６ 児童の居場所の確保について 

（１）江東きっずクラブ 

きっずクラブについては、Ａ、Ｂ登録ともに休止とします。ただし、小学校１年  

生から３年生までの児童で、保護者の就労（医療従事者等）により、自宅での生活が

困難なご家庭においては、各きっずクラブにご相談ください。 

（２）特別支援学級（知的障害等）の児童 

    特別支援学級（知的障害等）の児童について、自宅での生活を基本とします。     

ただし、保護者の就労（医療従事者等）により、自宅での生活が困難なご家庭にお

いては、各学校にご相談ください。 

７ 児童の健康管理について 

（１）毎日２回（朝・夜）、検温と風邪症状等の確認をし、「健康観察シート」に記録し

てください。 

（２）児童に発熱や風邪等の症状＊がみられた場合、自宅で休養させてください。 

   ＊37.5℃以上または平熱より明らかに高い体温、風邪症状、だるさ、息苦しさ等 

（３）学校に来校する際には、マスクや代用品の着用をお願いいたします。 

（４）新型コロナウイルス感染症と診断または濃厚接触者に特定された場合は、学校 

   にご連絡ください。 

８ その他 

（１）感染拡大等、状況の変化により、対応の変更等があった場合は、学校のホームペ

ージ、一斉メール等でご案内する予定です。(学校からの一斉メールが受信できて

いない方は、学校までご連絡ください。) 

（２）各ご家庭におかれましても、手洗い、咳エチケット等を徹底し、感染症予防に努

めていただきますよう、お願いいたします。 

〔問い合わせ先〕 

 江 東 区 立 砂 町 小 学 校  

  副校長 野上 正子  

     電話 03(3644)0703 


